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Ⅰ．賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現 
 

１．成長型経済の起点となる実質賃金１％上昇のノルムの定着 

賃上げこそが成長戦略の要である。 

新しい資本主義では、これまで、賃上げ・設備投資・スタートアップ育成・イノ

ベーションのための施策に一体的に取り組むとともに、社会全体での賃上げの機運

醸成に向けて粘り強く官民連携での取組を進めてきた。 

今年の春季労使交渉に向けては、ベースアップを念頭に大幅な賃上げへの協力を

呼び掛けるとともに、賃上げ環境の整備に加速して取り組んできた。 

その結果、日本経済は、現在、33 年ぶりの高水準となった昨年を更に上回り、２

年連続で５％を上回る水準となっている春季労使交渉での賃上げ1、過去最高水準の

設備投資2、600 兆円を超える名目 GDP など、30 年間の長きにわたるデフレ経済から

完全脱却する歴史的チャンスを手にしている。 

我が国経済は、現在、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」へと移行できる

か否かの分岐点にあり、この成長型経済を実現するためには、現在の賃上げのすう

勢が、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者、地方で働く皆様にも

行き渡るように取り組むことで、賃上げを起点として、賃上げと投資の好循環を確

実なものとし、さらに、その好循環の拡大と加速を図ることが重要である3。 

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１％程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を

賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。 

この賃上げのノルム（社会通念）の定着のため、今般、「新しい資本主義実行計画」

を改訂し、 賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現に向けて、「中小企業・小

規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の実行を通じた中小企業・小規模事業者の

経営変革の後押しと賃上げ環境の整備、投資立国の実現、スタートアップ育成と科

学技術・イノベーション力の強化、人への投資・多様な人材の活躍推進、資産運用

立国の取組の深化、地方経済の高度化等に、官民が連携して取り組む。 

 

２．デフレ時代に固定化されたあらゆる制度の見直し 

日本経済を、賃上げと投資の好循環による成長軌道に確実に乗せていくためには、

足元での円安等を背景としたコストプッシュインフレ・物価高への対応を進めると

ともに、物価が上昇基調になったことを踏まえ、予算・税制における長年据え置か

れたままの様々な公的制度について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、見直

しを進める必要がある。すなわち、国が民間に賃上げと価格転嫁を呼び掛けるだけ

でなく、今こそ、国が賃上げと価格転嫁の先導役になり、日本経済を絶対にデフレ

時代に後戻りさせることのないように、官の取組を進めなければならない。 

この観点から、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」において、

①働き手の賃上げ原資を確保するための官公需における価格転嫁の徹底、②公定価

格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げに取り組むとともに、政府自身が物価上昇を

上回る賃金上昇の実現に向けて率先垂範すべく、③全府省庁における予算・税制に

係る公的制度の基準額・閾値の総点検と見直しを進めることにより、官側の制度が

デフレ時代から長年にわたり変更されずに固定化されていないか、それが成長型経

済の実現を阻害することになっていないか、あらゆる角度から総点検し、 デフレ時
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代に固定化されたあらゆる官側の制度の抜本見直しによる我が国のインフレへの対

応力の強化を進める。また、官民で消費者のデフレマインドを払拭していく。 

 

３．労働供給制約社会の中での「稼ぐ力」の向上 

官が先導役となって我が国のデフレ心理を払拭した上で、我が国が本格的な労働

供給制約社会へと突入し、人手不足が深刻化する中にあっても、企業・産業の供給

力、すなわち、「稼ぐ力」を高めることで、賃上げと投資の好循環の拡大と加速を

図る必要がある。 

すなわち、我が国のものづくりの強みをいかして、アジアなど成長市場の活力を

取り込み、進化した製造業が勝ち筋を追求するとともに、地方においてサービス業

等の生産性向上を実現するといった課題の克服が必要である。 

このため、刻々と変化する国際経済環境の中であっても、諸外国における政策変

更に揺るがされることなく、ＧＸ分野での 150 兆円超の成長志向型カーボンプライ

シングの制度化、ＤＸ分野での 50兆円超のＡＩ・半導体産業基盤フレーム、経済安

全保障分野でのサプライチェーン国内回帰策など、国内投資について、予見可能性

を高め、規制・制度・支援一体で推し進めていく。また、中堅企業の創出・成長加

速、新たな勝ち筋となる分野の研究開発・輸出の後押し、ＰＥファンド（プライベー

ト・エクイティ・ファンド：未上場企業の株式への出資を行うファンド）等への成長投資の

強化等を通じて、我が国における投資の量と質の双方を大幅に強化する。さらに、

地方におけるスタートアップ・エコシステムの形成と創業後の成長促進の観点から

の「スタートアップ育成５か年計画」の強化、大学と企業の双方での科学技術・イ

ノベーション力の強化に取り組む。 

海外市場と両輪で、我が国の成長のドライバーとなり得るのは、地方に眠る活力

である。伸びしろのある地方においてこそ、賃上げと投資の好循環を拡大させるこ

とが重要であり、企業版ふるさと納税の制度改善や、大企業やスタートアップの積

極的な投資による拠点整備に大胆なインセンティブが働くよう、税制も含めた環境

整備に取り組む。こうした取組も含め、様々なアイデアを実現することにより、全

国各地での新しい形の企業城下町の形成を一気呵成に進めていく。 

同時に、こうした「稼ぐ力」の向上のための取組と併せて、構造的な賃上げのた

めの三位一体の労働市場改革等の人への投資と多様な人材の活躍推進、国民の長

期・安定的な資産形成を支援する「資産運用立国」の取組について、手綱を緩める

ことなく加速して取り組んでいく。 

個別の短期的課題には適切に対処しつつ、それがこうした 30年ぶりの我が国の構

造的な経済回復のチャレンジを停滞させることのないよう、スピード感を持って取

組を進める。 

 

 

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 
賃上げこそが成長戦略の要である。 

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１％程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を

賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。 

特に、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押し

と賃上げ環境の整備を通じ、全国津々浦々で物価上昇に負けない賃上げを早急に実
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現・定着させるため、2029 年度までの５年間で集中的に取り組む政策対応を「中小

企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の施策パッケージとして以下に示

し、政策資源を総動員してこれを実行する。 

具体的には、官公需も含めた価格転嫁・取引適正化、中小企業・小規模事業者の

生産性向上、事業承継・M&A 等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化に取り

組むとともに、地域で活躍する人材の育成と処遇改善を進める。 

取り分け、サービス業を中心に最低賃金の引上げの影響を大きく受ける、人手不

足が取り分け深刻と考えられる 12業種については、業種ごとに生産性向上の目標を

掲げ、2029 年度までの５年間で集中的な省力化投資・生産性向上を実現するための

「省力化投資促進プラン」を強力に実行する。 

また、最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受

ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円と

いう高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の

取組を５年間で集中的に実施する。 

 

～国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善～ 

中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、地方の中小企

業・小規模事業者の需要の多くを占める自治体の官公需（17.4兆円（2023年度））及び

国・独立行政法人等の官公需（11.0兆円）において、低入札価格調査制度・最低制限

価格制度の導入・活用を進めるとともに、自治体における両制度の導入状況の可視

化や重点支援地方交付金の徹底活用等を通じ、的確な発注手続の実施と徹底した価

格転嫁を進める。また、価格転嫁率が低い業種を中心に、中小受託取引適正化法の

執行強化及び労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の徹底等により、

原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化

を社会全体に定着させる。 

 

～５年間 60 兆円の官民での生産性向上投資と全国 2,000 を超える者によるきめ細

かな支援～ 

2030年度 135兆円・2040年度 200兆円という新たな官民国内投資目標を必ず達成

するため、その重要な担い手である中小企業・小規模事業者が、労働供給制約下に

おいても省力化等を通じて生産性を向上させることができるよう、2029 年度までの

５年間でおおむね 60 兆円程度（中小企業実態基本調査ベース）の生産性向上のための

投資を実現する。このため、12 業種の「省力化投資促進プラン」の実行とともに、

全国約 2,200 か所の商工会・商工会議所や中小企業団体中央会等でデジタル支援ツ

ールも活用した全国規模でのサポート、全国約 500 機関の地域金融機関による賃上

げ等に悩む中小企業・小規模事業者に対する政府の支援等の紹介やデジタル支援ツ

ールを活用した支援、希望する中小企業・小規模事業者に対する専門家派遣や徹底

した伴走支援、複数年にわたる生産性向上支援を通じて、おおむね 60兆円の生産性

向上投資を官民で実現する。 

 

～336 万者の経営者全員がいつでも事業承継・M&A 等を相談できる支援体制の構築～ 

336 万者の中小企業・小規模事業者のうち、約 100 万者では経営者の年齢が 70 歳

以上であり、こうした経営者の高齢化などを背景に黒字廃業も増加している現状を

踏まえ、希望する全ての経営者が、自らの意向や経営基盤の状況に基づき、事業承
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継・M&A 等の選択肢も含めて先々の経営判断を計画的に行うことができる事業環境

を整備する。 

 

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～ 

国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な賃上げを実

現するためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつつ、処遇を含め、より

魅力ある職業としていくことが必要である。アドバンスト・エッセンシャルワーカ

ー（デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成や、

ＡＩ等の技術トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・保

育・福祉等の現場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々のそ

れぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備する。 

 

～地方創生のための地方での賃上げ環境整備の後押し～ 

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、中小企業・小

規模事業者の生産性向上、官公需の価格転嫁等について、都道府県・市町村が地域

の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、各種の交付金等を活

用して、国としても後押しする。その際、地域の労使ともよくコミュニケーション

を取って取組を進めることとする。 

 

１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化 

これまでの官民の価格転嫁の取組により、価格転嫁率は徐々に上昇してきている。

他方で、「価格転嫁が全くできない」と回答した企業も、その比率は減少している

ものの残っており、価格転嫁対策等の取引適正化を更に徹底して進めることが必要

である4。また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知

的財産が大企業等との取引において適切に保護されることが重要である。 

中小企業・小規模事業者が「成長型経済」の競争に向けた経営変革にチャレンジ

するためには、まず、積極的な賃上げと投資を可能とするだけの十分な原資を確保

することのできる環境を整備する必要がある。 

社会全体で適切な取引慣行の定着に向けて、労務費等の価格転嫁について、中小

受託取引適正化法を踏まえた業所管省庁の執行体制強化や、労働基準監督署の活用

等により、業種別・規模別での改善策の徹底を図るとともに、地方の中小企業・小

規模事業者にとって重要度の高い「官公需における価格転嫁のための施策パッケー

ジ」を以下のとおり、新たに策定し、関係省庁一丸となってこれを強力に実行する。 

また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的財産

の保護の強化と活用促進に取り組む。 

 

（１）官公需における価格転嫁策の強化 

地方部ほど官公需が都道府県GDPに占める割合が高く、地方経済において官公需

は重要な役割を果たしている5。中小企業・小規模企業者の賃上げ・投資の原資の確

保の観点から、関係省庁が連携し、総合的に取り組むため、「官公需における価格

転嫁のための施策パッケージ」として、以下を強力に実行する。 

 

① 労務費等の価格転嫁の徹底 

官公需については、発注側の目線だけではなく、受注側の目線でも、その在り方
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が適切かを検証すべきであり、そうした観点から、官公需法に基づき閣議決定され

ている「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の中で実施が明記されている

「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改定」等の対応の徹底を進める。自治体

に対しても、同基本方針に沿った対応の徹底を図る必要があり、通知の発出にとど

まらず、その結果のフォローを徹底する。 

官公需における適切な価格転嫁の実施に向けて、国・独立行政法人等と自治体の

双方が必要となる予算を確保する。 

取り分け、義務的経費の物価上昇対応分については、概算要求段階を含む予算編

成過程において的確な対応を行う。国立大学法人運営費交付金についても、現場の

実情を踏まえて適切に対応する。自治体の財政負担については、的確に地方財政計

画に計上し、その上で、適切に地方財政措置を実施するとともに、年度途中の対応

のための重点支援地方交付金については、必要な事業者にできる限り広く行き渡る

よう更なる活用を徹底するなど、適切な対応を実施する。これらの対応に当たって

は、特に以下の点に留意して取組を進める。 

・ 予算における単価等が、最低賃金の上昇やエネルギー代金の値上がりに対応

できるようにする。発注における予定価格も同様な対応を行うとともに、前

年度の低入札の価格が次年度の予定価格の検討のベースとなることは厳格に

禁止する。 

・ 契約後も、年度途中の物価上昇や最低賃金の上昇に適切に対応する。また、

長期継続契約も含め、契約後の状況に応じて必要な契約変更を実施する。指

定管理者制度においても、期中における様々な物価や最低賃金の上昇などを

委託料に適切に反映する。その際、可能な限り手続の簡素化に努める。 

・ 土地改良工事の場合は、受益者負担に配慮する。 

 さらに、一般廃棄物処理業等において、価格転嫁の重要性についての認識が十分

に進んでいない自治体が多いとの指摘があることを踏まえ、政府が発出した価格転

嫁の取組を自治体等に促す通知について、その更なる周知徹底及びフォローアップ

を行い、結果につなげていく。その際、業種ごとの価格交渉・価格転嫁の好事例の

横展開等を図る。 

 

② 国・独立行政法人等の低入札価格調査制度 

低入札価格調査の対象となった事業のうち、失格となった事業が１％にも満たな

いなど、受注側の目線からは、低入札価格調査制度が機能していない。国・独立行

政法人等において、低入札価格調査制度を適切に運用するように改め、また、工事

以外の請負契約にも、その導入を拡大する。 

また、同制度の調査対象となる契約は、おおむね予定価格の60％未満の極めて低

い入札率であり、原則的に失格とする。そうした運用見直しを実施しても、現状が

改善されない場合、最低制限価格制度の導入も含めた抜本的改革も検討する。 

加えて、同制度に基づく調査の中では、最低賃金の支払、社会保険などの法定福

利費、履行計画書、配置人数、応札した価格での積算書などの調査を徹底するとと

もに、調査実施後の点検についても、大幅に強化する。 

低入札価格調査制度の設定基準について、各種法令を遵守できる適正な率を業種

ごとに検証し、同種の発注について同様の取扱いを徹底する。 

 

③ 自治体の低入札価格調査制度・最低制限価格制度 
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低入札価格調査制度・最低制限価格制度について、工事関係以外では、制度未導

入の自治体が非常に多く、特に市町村においては、約７割で未導入となっている6。

また、未導入の理由について、「必要性を認識していない」と回答する自治体が多

いのも大きな問題との指摘がある。これを踏まえ、特別な理由がない限り、発注に

際しては最低制限価格制度等を付す運用を徹底する。そうした運用見直しを実施し

ても、現状が改善されない場合、制度面での抜本的改革も検討する。 

また、自治体における両制度の導入状況について、一覧性を持って可視化する。

工事関係での速やかな導入の徹底に加え、工事契約以外の請負契約にも拡大する。 

最低制限価格制度等の設定基準について、各種法令を遵守できる適正な率を業種

ごとに示し、統一的な基準を作成する。 

「下請かけこみ寺」において、中小企業・小規模事業者等からの官公需に関する

苦情や相談を積極的に受け付けることや、個々の相談概要を総務省と共有して対応

状況を確認する仕組み等を設けることに加え、各自治体において適切に対応される

よう、的確な助言・指導を実施する。 

各市町村における基準値等について、都道府県で一定の方向付けを行うなど、マ

ンパワー的にも厳しい市町村現場を支えられるよう、仕組みを見直す。 

 

④ 的確な発注のための具体的な取組 

官公需において、緊急時対応のための地域要件の設定や、新技術を使って工期を

短くするといった、価格以外の要素を評価する取組を徹底する。 

スライド条項やキャンセルポリシー等の契約約款のひな型を作成・周知する。オ

ープンカウンター方式を採用する場合は、適切な地域要件を付すとともに、提出さ

れた見積書等に記載された価格が契約履行に支障を来すような著しく低い価格とな

っていないか等を確認する。 

有資格者に見合った適切な公共工事設計労務単価の設定を行う。また、改正建設

業法に基づく「労務費の基準」について、交通誘導警備員を含む幅広い職種につい

て作成することを検討する。 

あわせて、各分野の様々な課題に真摯に向き合い、的確な対応を進める。 

・ 燃料小売業において、石油組合と災害協定を締結している国等又は地方公共

団体について、当該石油組合との随意契約が可能であり、国は積極的にこの

制度を活用するとともに、自治体にも積極的な活用を促す。 

・ 警備業・ビルメンテナンス業において、分離発注を徹底する。 

・ 警備業において、危険業務などの警備業務の割増加算をルール化する。 

・ 印刷業において、国の契約形態の多くが物品購入契約となっているが、これ

を請負契約とする。 

・ 印刷業において、コンテンツ版バイ・ドール契約を徹底する。 

・ 電気の託送料金に関するレベニューキャップ制度において、国の承認後の状

況の変化に応じて必要な費用（レベニューキャップ）を適切に変更する。 

・ NPO等への委託に係る間接事務費について、事業の内容に応じ適切に設定す

る。 

また、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の入札制度につい

て、その見直しの要否の検討を含め、的確な対応を進める。 

 

（２）労務費等の価格転嫁の更なる推進 
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近年、労務費を含む中小企業・小規模事業者の価格転嫁率は全体では改善傾向に

あるが、業種別に見ても、例えばトラック運送・広告・放送コンテンツ等の業種を

始めとして更なる改善が必要であり、同時に、中小企業間や中小企業・小規模事業

者間の価格転嫁も課題である。業種ごとに様々なサプライチェーンの形態が存在す

ることにも鑑み、業所管省庁において労務費等の価格転嫁の進捗を業種別にきめ細

かに把握するとともに、中小企業間、中小企業・小規模事業者間の取引への対応を

含めて更なる取引適正化を推進する。 

 

①中小受託取引適正化法の執行強化のための体制強化と対応厳格化 

取引先との協議を適切に行わない代金額の決定を禁止するなどの措置を講じると

ともに、業所管省庁に指導・助言の権限を新たに付与する、下請法改正法（中小受託

取引適正化法）の成立を受け、その施行に向けて、公正取引委員会の体制を抜本強化

するとともに、中小企業庁・業所管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省

庁においても、同法に基づく検査や問題事例への対処を適切に実施できるよう、執

行体制の抜本強化を図る。 

取り分け、価格転嫁率が平均よりも低い業種を中心に業所管省庁において徹底的

に業種別の価格転嫁状況の改善を図るため、中小企業庁による下請Ｇメン、公正取

引委員会による優越Ｇメンといった省庁横断的な執行体制の強化に加え、中小企業

庁・公正取引委員会から具体的な執行・業務のノウハウの共有を行った上で、業種

別のＧメン等を通じた取引環境改善の枠組みを価格転嫁率が低く課題の多い業種を

所管する業所管省庁全体へと広げる等、十分な規模での執行体制を構築する。 

中小企業の取引適正化を一層推進するため、中小受託取引適正化法違反により勧

告を受けた企業には、行為の内容や中小企業との取引への影響等の観点に留意しつ

つ、補助金交付や入札参加資格を停止する方策を検討し、措置していく。 

 

②パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性確保 

パートナーシップ構築宣言を行った企業数は本年５月には約７万社に増加し、そ

の全ての宣言企業が、それぞれの受注先の８割以上から価格協議に応じたと評価さ

れている。他方で、業界によっては同宣言が浸透していないことから、取引適正化

に関する自主行動計画を制定している各業界団体の役員企業に対して宣言を働き掛

けるとともに、生産性向上関連の補助金における加点措置を拡充すること等により、

宣言の更なる拡大を図る。また、一部の企業は問題となり得る行為を受注先から指

摘されている点も踏まえ、宣言内容に違反する企業の宣言掲載を取りやめ、一定期

間、生産性向上関連の補助金における加点措置や賃上げ促進税制の対象から除外す

るといった対応等により、宣言の実効性確保に取り組む。 

 

③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」のサプライチェーン全体

への徹底 

労務費転嫁指針は徐々に浸透してきているものの、労務費転嫁指針の認知度が半

数にも達していない状況を踏まえ、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、

労務費の転嫁率が低いといった、特に対応が必要な重点 22業種については、サプラ

イチェーンの深い層まで労務費転嫁指針の遵守が徹底されているかを重点的に確認

し、必要に応じ更なる改善策を検討するとともに、更なる周知徹底に取り組む。 
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④サプライチェーンの深い層まで労務費等の価格転嫁を浸透させるための労働基準

監督署の活用 

労務費等の価格転嫁の必要性を中小企業・小規模事業者間の取引を含めてサプラ

イチェーンの深い層の経営者にまで浸透させるため、新たに、労働基準監督署（全

国で 321 か所）が、企業への監督指導等の機会を捉え、労務費転嫁指針の活用や公正

取引委員会・中小企業庁等の窓口の活用も含め、中小企業・小規模事業者の賃上げ

の原資の確保に向けた働き掛けを実施する。 

 

⑤ 官民でのデフレマインドの払拭 

我が国でも、この 20年間で「自分が気に入った付加価値には対価を払う」、「購入

する際に安さよりも利便性を重視」といった価格よりも付加価値を重視する消費者

は徐々に増加している。小売業・サービス業などでの価格転嫁を進めていくために

も、「良い物・良いサービスには適正な良い値がつく」ということが社会全体の意

識として受け入れられるよう、官民で消費者のデフレマインドを払拭していくため、

消費者への周知・啓発を行う。 

 

（３）中小企業・小規模事業者の知的財産の保護の強化 

中小企業庁の調査によると、利益の主な使い道として「研究開発」を挙げる中小

企業は売上高を大きく成長させる傾向にある7。他方で、大企業等との取引関係の中

で中小企業・小規模事業者が知的財産侵害を受けるケースも見られることに鑑み、

政府全体で中小企業等の知財経営リテラシーの向上や、侵害抑止強化に向けた制度

の構築に取り組む。また、公正取引委員会においては、実態調査と、その結果を踏

まえた適切な知的財産取引のための独占禁止法上の指針の策定と遵守徹底に取り組

む。加えて、中小企業・小規模事業者への知財の活用促進により、その「稼ぐ力」

を高めていくため、知財経営支援ネットワーク（特許庁、工業所有権情報・研修館、日

本弁理士会、中小企業庁が、日本商工会議所と連携して中小企業・小規模事業者を知財の観点

から支援する枠組み）を通じた好事例の創出や伴走支援、知財経営支援人材の育成等

も併せて実施していく。 

 

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 

足元では企業の人手不足感はバブル期以来の高水準まで増加しており、特に国内

の雇用の７割を支える中小企業・小規模事業者、同じく雇用の７割を支えるサービ

ス業で深刻な状況である。今後も我が国の生産年齢人口は減少し、労働供給制約が

ますます厳しくなることが見込まれる一方で、いまだ十分な省力化投資やデジタル

化が進んでいない現状を踏まえ、労働供給制約下であっても中小企業・小規模事業

者が付加価値の向上を実現できるよう、本年から2029年度までの５年間を集中取組

期間として、省力化投資・デジタル化投資を通じた、生産性向上を集中的に後押し

する。 

取り分け生産性向上の必要が大きい「最低賃金引上げの影響を大きく受ける業種」

や「人手不足が深刻な業種」8について、業種別の「省力化投資促進プラン」を新た

に策定した。この中で、業種ごとの生産性向上の目標を設定するとともに、2029年

度までの５年間を集中取組期間として、業種の特徴を踏まえたきめ細かな対応や支

援策の充実、全国的なサポート体制の整備に取り組む。 

また、成長志向の中小企業・小規模事業者が、自社の付加価値向上のための投資
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に積極的に取り組むことができるように取組を強化する。 

 

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行 

サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足が取り分

け深刻と考えられる12業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業（理容業、美容

業、クリーニング業、冠婚葬祭業）、その他サービス業（自動車整備業、ビルメンテナンス

業）、製造業、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、保育、農林水産業）については、その

生産性を向上させる必要性が一層高いことに鑑み、各業所管省庁において、官民で

の取組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する。 

ここで定める目標は、我が国の生産年齢人口が減少し、労働供給制約が今後ます

ます厳しくなる中にあっても、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が成長し

続けていくために政府が目指すべきものであり、これに向けた集中的な省力化投

資・デジタル化投資等を後押しする。 

同プランの中では、こうした業種の多くがサービス業であることを踏まえ、各業

所管省庁が業種ごとの課題や優良事例を捉えて、きめ細かに各業種の生産性向上を

後押しするとともに、全国的なサポート体制を整備する。 

全国の中小企業・小規模事業者にとって具体的に何をすれば投資・業務プロセス

の見直し等による生産性向上の効果を得られるかについて、指導やアドバイスの体

制の充実を行うとともに、分かりやすい周知と普及啓発に努め、全国の中小企業・

小規模事業者の現場への浸透を図る。 

その際、生産性向上の促進には業種ごとに業務プロセスを踏まえた実態把握が不

可欠である。各業種の優良事例や効果的な省力化投資のポイントを踏まえ、ⅰ）各

業種のフロントヤードでの業務効率化の鍵となる製品・システムの導入促進、ⅱ）

各業種の実情に応じたバックオフィスでのデジタルツールの導入促進を後押しする

とともに、一部の先行企業が実施している先駆的な省力化の取組を業界全体に横展

開・浸透させていく方策も含め、2029年度までを中心とするロードマップに基づき、

着実に取組を実施する。 

省力化投資の知識・経験の不足が、中小企業・小規模事業者の省力化投資のボト

ルネックになっている9。「業務の標準化が難しい」という中小企業・小規模事業者

の声も踏まえ、サービス業も含めて、業所管省庁として、省力化投資の前提となる

業務プロセスの見直しの支援や、業界内での業務・規格の標準化などの取組を支援

していく。あわせて、必要となる制度・規制の見直しや、地域での省エネルギー化

の取組を進めていく。 

業種ごとの特徴を踏まえ、生産性向上支援策と官公需も含めた価格転嫁・取引適

正化を両輪で進めることが重要であることを踏まえて対応を進める。 

なお、各業種で設定されている生産性目標は、省力化投資を中心としつつ、本施

策パッケージの「１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化」、「３．事業承継・

M&A等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化」等を含めた総合的な取組によ

り達成を図るものである。 

今後の対応として、業種別の省力化投資の規模や市場規模の把握、関連する補助

金や融資等の実態や効果の分析、中小企業・小規模事業者による過剰投資を招かな

いような効果的な情報提供を行う。これも含めて、省力化投資促進プランの策定と

実行のための関係府省連絡会議において、施策の継続的な進捗管理とそれも踏まえ

た内容の充実を図る。 
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同時に、省力化投資促進プランの対象業種のみならず、幅広く、中小企業・小規

模事業者の成長投資の後押し、販路開拓・海外展開の促進、マッチングの強化等を

通じた中小企業・小規模事業者の挑戦支援を進めるとともに、地域における消費の

活性化等を通じ地域経済の好循環を図る。 

 

（２）全国的なサポート体制を通じた業種別の「省力化投資促進プラン」の徹底的

な伴走支援と業種横断的な支援の充実 

特に地方のサービス業や小規模な企業にとっては、生産性向上に向けた取組を行

うためのノウハウ・人的資源・資金面での経営基盤が不足していること、また、現

在の政府の支援策へのアクセスや申請時の事務的負担にも課題がある点を踏まえ、

全国的に、希望する中小企業・小規模事業者に徹底的に伴走支援を行う新たなサポ

ート体制を整備することを検討する。その際、「中小・地域金融機関向けの総合的

な監督指針」等においても、人手不足の影響等により厳しい環境に置かれた事業者

等を下支えし、地域経済の回復・成長に貢献することは、地域金融機関自身の事業

基盤の存立にも関わる重要な役割と位置付けられていることを踏まえ、地域金融機

関が付加価値の高いコンサルティング機能を提供し、中小企業・小規模事業者の省

力化投資を支援するよう促す。 

カタログ式・オーダーメイド式の省力化投資補助金について、広く各業種や地方

の中小企業・小規模事業者が利用できるよう、引き続き運用を改善するとともに、

支援メニュー等の拡充を行う。また、業務改善助成金、各業種での設備投資等を支

援する補助金等の強化を図る。あわせて、生産性革命推進事業（ものづくり補助金、

ＩＴ導入補助金、事業承継・M&A補助金、小規模事業者持続化補助金、成長加速化補助金）や

新事業進出補助金等の強化を図る。 

また、警備業等のその他の業種についても、人手不足等の実態や動向を踏まえ、

省力化投資・デジタル化投資等の課題・効果を業所管省庁を中心に検討した上で、

省力化投資促進プランの対象業種に追加する。 

 

（３）12業種における省力化投資の具体策 

①飲食業 

ⅰ）目標 

飲食業の労働生産性を2029年度までに35％向上することを目指す（2024年度比・名

目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

飲食業は、約400万人の雇用を創出しているが、パート・アルバイトの割合が多

く、中小企業がほとんどを占めている。人手不足も、調理・接客・店舗管理の全て

の工程で顕著であり、特に店舗管理を担う店長等の不足が深刻である。一方、調理

工程では、調理・食器洗浄ロボット、接客工程では、モバイルオーダー・セルフレ

ジ、配膳・下膳ロボット、店舗管理工程では、在庫・販売・人事管理のＩＴツール

の導入により省力化を実現する優良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・規模や業態に応じた細やかな省力化の指針や優良事例等をまとめたガイドブッ

ク（業界行動計画）を2025年度中に策定する。また、生産性向上に資する取組を

積極的に行っている飲食業者を表彰する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成
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宮城地方最低賃金審議会を開催します 
 

  

  宮城労働局（局長 松瀨
ま つ せ

 貴
たか

裕
ひろ

）は７月 16 日、下記により第１回宮城地方最低賃

金審議会を開催します。 

  今回の審議会では、現行時間額 973 円とされている宮城県最低賃金の改正について

諮問を行う予定です。 

 諮問が行われますと、審議会は最低賃金法の規定に基づき、最低賃金に関する基礎

調査、今年度の春闘状況、経済情勢等の各種指標、中央最低賃金審議会から示される

最低賃金額改定の目安額等を参考に調査審議を行い、後日、宮城労働局長に答申する

ことになります。 

 

記 

 

１ 日 時 令和７年７月 16 日（水）午前 10 時 00 分～ 

２ 場 所 仙台第４合同庁舎 ２階 共用会議室 

（宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１） 

３ 議 題 宮城県最低賃金の改正について（諮問）他 

４ その他 

   本審議会は公開することとしていますが、審議の進行の妨げになるおそれがあり

ますので、頭撮り及び諮問文手交の模様についての撮影を除き、審議中の写真撮影

等はご遠慮いただきます。 

令和７年７月９日 

宮城労働局労働基準部賃金室 

 賃 金 室 長 堀内 克浩 
 賃 金 指 導 官 兼平 太地 

電話 022（299）8841 

Press Release 

kanehirat
フリーテキスト
参考資料 １０



年度 時間額 引上額（円） 引上率（％） 発効年月日

平成22年 674 12 1.81 平成22年10月24日

平成23年 675 1 0.15 平成23年10月29日

平成24年 685 10 1.48 平成24年10月19日

平成25年 696 11 1.61 平成25年10月31日

平成26年 710 14 2.01 平成26年10月16日

平成27年 726 16 2.25 平成27年10月3日

平成28年 748 22 3.03 平成28年10月5日

平成29年 772 24 3.21 平成29年10月1日

平成30年 798 26 3.37 平成30年10月1日

令和元年 824 26 3.26 令和元年10月1日

令和2年 825 1 0.12 令和2年10月1日

令和3年 853 28 3.39 令和3年10月1日

令和４年 883 30 3.52 令和4年10月1日

令和5年 923 40 4.53 令和5年10月1日

令和6年 973 50 5.41 令和6年10月1日

宮城県最低賃金の改定状況の推移



最低賃金決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 


